
船舶事故等調査報告書 

平成２１年４月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第３１号 

事故等名 引船三洋丸引船列衝突（防波堤） 

発生年月日時刻 平成２０年１２月１５日０８時００分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市今治港内、今治港蔵敷防波堤北西端 

（北緯３４°０３′５３″、東経１３３°０１′１３″） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年１月１４日 広島･地方事故調査官が海難報告書を入手し、２月

１６日及び１７日船長から口述聴取、２月１７日調査書回答入手 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

Ａ 引船 三洋丸 １９トン 

１５７－１０８広島 

三洋海運有限会社 

船種・船名・総トン数 

船舶番号（IMO 番号） 

船舶所有者等 

Ｂ 台船 D-３００１ 全長６５ｍ 全幅２２ｍ 深さ３．３ｍ 

 

洞海マリンシステムズ株式会社 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 一級小型船舶操縦士 

Ｂ  

負傷者 Ａ なし 

Ｂ  

損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷中央部に長さ１８０㎝、幅４５㎝、深さ４㎝～７㎝の凹損 

事故等の経過 Ａ船は、関門港若松区を鋼管約１８０トンを積載し、船首０.７ｍ、船尾０.８ｍの喫水とな

ったＢ船を曳航して、愛媛県今治港に向け航行し、今治港蔵敷岸壁北西端に着岸する

ため針路１５５°１.５ノットの速力で進行中、平成２０年１２月１５日０８時００分ごろ、Ｂ

船が潮流に圧流されて今治港蔵敷防波堤北西端に衝突した。 

 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

Ａ船は、事前に潮流を調べることなく、潮流の影響を考慮した

操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、Ｂ船を曳航して岸壁に着岸する際に、操船を適切に行わなかった

ため、Ｂ船が潮流に圧流され、防波堤に衝突したことにより発生した可能性があると

考えられる。 

その他の事項 なし 

 




